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※
室
内
ア
ン
テ
ナ
を
使
用
す
れ
ば
受
信
状

況
が
改
善
さ
れ
る
場
合
あ
り

◆
主
な
仕
様
＝
Ａ
Ｍ
・
Ｆ
Ｍ
ラ
ジ
オ
受

信
／
２
電
源
方
式（
乾
電
池
・
家
庭
用

１
０
０
Ｖ
電
源
）／
懐
中
電
灯
機
能
付

◆
申
込
方
法　
﹇
申
込
書
の
場
合
﹈①
市
役

所
防
災
対
策
課
②
赤
羽
根
市
民
セ
ン
タ

ー
③
渥
美
支
所
地
域
課
④
各
校
区
の
市

民
館
で
配
布
す
る
申
込
書
に
必
要
事
項

を
記
入
の
う
え
①
〜
③
へ
提
出　
﹇
は

が
き
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
Ｅ
メ
ー
ル
の
場
合
﹈

「
防
災
ラ
ジ
オ
の
申
し
込
み
」と
い
う
タ

イ
ト
ル
で「
住
所
」「
世
帯
主
氏
名
」「
電

話
番
号
」「
受
領
希
望
場
所（
市
役
所
・
赤

羽
根
市
民
セ
ン
タ
ー
・
渥
美
支
所
の
い

ず
れ
か
）」「
室
内
ア
ン
テ
ナ
希
望
の
有

無
」を
明
記
し
防
災
対
策
課
へ
提
出

◆
申
込
期
間
＝
８
月
３
日（
月
）〜
９
月
30

日（
水
）

◆
申
込
先
＝
市
役
所
防
災
対
策
課
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９
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住
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要
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「
こ
ち
ら

は
、広
報
た

は
ら
で
す
」

で
お
な
じ
み

の
同
報
無
線

放
送
を
、自

宅
や
事
業
所

で
自
動
受
信

で
き
る『
防
災
ラ
ジ
オ
』を
販
売
し
ま
す
。

市
か
ら
の
放
送
を
お
手
元
で
受
信
で
き
ま

す
の
で
、屋
外
の
ス
ピ
ー
カ
ー
が
聞
き
取

り
に
く
い
地
域
の
方
に
は
大
変
便
利
で

す
。た
だ
し
、設
置
場
所
や
地
域
に
よ
っ
て

電
波
が
入
り
に
く
い
場
合
や
受
信
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ

さ
い
。

◆
対
象
＝
１
世
帯
ま
た
は
１
事
業
所
に
つ

き
１
台　
※
市
内
在
住
に
限
る

◆
販
売
数
＝
１
５
０
０
台　
※
申
し
込
み

多
数
の
場
合
は
抽
選

◆
販
売
価
格
＝
１
０
０
０
円
／
台　
※
事

前
に
代
金
を
納
付
し
本
体
と
引
き
換
え

　
　

受
信
状
況
の
確
認
が
で
き
ま
す

　

受
信
確
認
用

の
モ
ニ
タ
ー
機

を
お
貸
し
し
ま

す
の
で
、お
申

し
込
み
の
前

に
、自
宅
や
事

業
所
で
電
波
が

受
信
可
能
か
ど

う
か
確
認
で
き
ま
す
。

◉
貸
出
場
所
＝
①
市
役
所
防
災
対
策
課
②

赤
羽
根
市
民
セ
ン
タ
ー
③
渥
美
支
所
地

域
課　
※
直
接
お
越
し
く
だ
さ
い
。

◉
貸
出
期
間
＝
７
月
21
日（
火
）〜
９
月

30
日（
水
）　

※
最
大
で
３
日
間（
２
泊
３

日
）

　
　

配
布
方
法
な
ど
に
つ
い
て

◉
配
布
時
期
＝
10
月
下
旬
を
予
定　
※
改

め
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◉
通
知
＝
市
か
ら「
販
売
通
知
書
」と「
納

付
書
」を
送
付　

※
代
金
納
付
後
、本
体

を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◉
返
品
＝
不
可　

※
事
前
に
受
信
状
況
の
確

認
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
防
災
対
策
課
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局
３
５
４
８

1
同
報
無
線
放
送
を
受
信
で
き
る

『
防
災
ラ
ジ
オ
』を
販
売
し
ま
す

❖
災
害
時
に
も
安
心

！
➡どんな場所が受信しにくいですか？
　建物の構造や立地条件で受信状況が異なります。電波
を発信する田原市役所・大山の方角が山や建物などで遮

さえぎ

られている場所や、鉄筋コンクリート製の建物や機密性
の高い建物の中は受信しにくい場合があります。

➡どんな放送を受信するのですか？
　正午と午後５時の定時放送や市からのお知らせ、火災
発生情報、災害情報などですが、校区や地区単位での放
送も受信します（お住まいの地区以外の個別放送も受
信）。また、田原市と同一周波数帯を使用する他の自治体
の放送を受信する場合もあります。

➡いつまで使用できますか？
　現在アナログ波を使用していますが、今後デジタル化
した場合は受信できません。（現在は予定なし）

！

防災ラジオ電波エリア

親局（田原市役所）

中継局（大山）

たはら波エリア
田原地区、赤羽根地区
の一部

あつみ波エリア
渥美地区、田原地区の一
部、赤羽根地区の一部

※デザインが異なる場合があります。
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